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Ⅰ.はじめに 本講演の趣旨

住宅の復興・再建がある程度進んだ現段階での

•岩手県・宮城県での住宅復興の取組について、震
災後５年を経た現在までの進捗状況を紹介

•応急仮設住宅から恒久的住宅（自力再建住宅、災
害公営住宅）への移行の実態と課題を説明

•これまで建研が実施してきた、主に応急仮設住宅・
災害公営住宅を対象とする情報収集・調査研究

•国交省住宅局「災害公営住宅の供給促進のため
の調査」への技術指導での、５年間の支援実績

をもとにとりまとめ



2
Ⅱ-1)-(1).恒久的住宅の整備の概要

住家被害

岩
手
県

宮
城
県

応急的住まい 恒久的住宅

全壊
19,507棟

半壊
6,570棟

全壊
82,999棟

半壊
155,129棟

応急仮設住宅13,218戸

借り上げ仮設3,466戸

公営住宅等1,065戸

応急仮設住宅21,610戸

借り上げ仮設26,050戸

公営住宅等1,122戸

民間住宅用宅地7,811戸

災害公営住宅5,694戸

その他自力再建住宅

民間住宅用宅地9,705戸

災害公営住宅15,995戸

その他自力再建住宅

計
17,749

戸

計
48,782

戸

計
13,505

戸

計
25,700

戸

公的事業で整備される住宅（地）：

•民間住宅等用宅地：面整備事業（防集・漁集・区画
整理事業）で被災者の自宅再建向けに供給

•災害公営住宅：自力再建が出来ない被災者向け
の低廉な賃貸住宅
⇒応急的住まい総数の岩手76%,宮城53%を整備
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Ⅱ-1)-(1).恒久的住宅の整備の概要

防災集団移転促進事業・漁業集落防災機能強化事業

•高台等に宅地を造成して被災した沿岸部から移転
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Ⅱ-1)-(1).恒久的住宅の整備の概要

土地区画整理事業

•津波浸水地を嵩上げして新たな宅地や道路を整備
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Ⅱ-1)-(2).住宅・宅地整備の進捗状況

0%

20%

40%

60%

80%

100% 岩手県・災害

公営住宅

(5694戸)
宮城県・災害

公営住宅

(15995戸)
岩手県・民間

住宅用宅地

(7811戸)
宮城県・民間

住宅用宅地

(9705戸)

５年後 ６年後 ７年後

55.6% 80.5% 91.7%

61.3% 86.2% 96.8%

30.5% 53.7% 79.7%

54.2% 81.8% 97.3%

•岩手県の民間住宅用宅地は７年後でも２割程残る

…高台造成等が必要で工事に時間要するため
•全体に当初予定より遅れ気味：用地不足、膨大な
事務作業、作業員不足、工事費高騰などにより

•意向変化で宅地数は減少傾向、公営住宅も増減
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Ⅱ-2)-(1).災害公営住宅の整備・リアス海岸部

津波浸水区域防集造成エリア

①非浸水地 ②浸水地③高台移転地

区画整理エリア
（嵩上げ等）

海防潮堤
等

整備される場所は大きく３タイプ

①非浸水地：津波被災のない周縁部。公有地や買
取土地で地域特性を踏まえた多様な形態で建設

②浸水地：嵩上げ等を実施後に建設。中層集合住
宅で地上階は非居住用途の場合が多い

③高台移転地：山林等を造成した宅地に建設。防集
団地と一体的で、木造戸建・長屋が中心
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Ⅱ-2)-(1).災害公営住宅の整備・リアス海岸部

海

津波
浸水範囲

既成
市街地・集落

①非浸水地

②浸水地

③高台
移転地
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Ⅱ-2)-(1).リアス海岸部 ①非浸水地

岩手
県

宮城
県

福島
県

大槌町・吉里吉里地区（ＲＣ造集合）
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Ⅱ-2)-(1).リアス海岸部 ①非浸水地

岩手
県

宮城
県

福島
県

大船渡市・田中東地区（木造集合）
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Ⅱ-2)-(1).リアス海岸部 ①非浸水地

岩手
県

宮城
県

福島
県

釜石市・大石地区（木造戸建）
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Ⅱ-2)-(1).リアス海岸部 ②浸水地

岩手
県

宮城
県

福島
県

陸前高田市・下和野地区（ＲＣ造集合）



12
Ⅱ-2)-(1).リアス海岸部 ②浸水地

岩手
県

宮城
県

福島
県

陸前高田市・下和野地区（ＲＣ造集合）
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Ⅱ-2)-(1).リアス海岸部 ②浸水地

岩手
県

宮城
県

福島
県

釜石市・東部地区（ＲＣ造集合）
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Ⅱ-2)-(1).リアス海岸部 ②浸水地

岩手
県

宮城
県

福島
県

大槌町・屋敷前地区（木造長屋・高床部分はＲＣ）
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Ⅱ-2)-(1).リアス海岸部 ③高台移転地

岩手
県

宮城
県

福島
県

気仙沼市・大島地区（木造戸建）
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Ⅱ-2)-(1).リアス海岸部 ③高台移転地

岩手
県

宮城
県

福島
県

田野畑村・拓洋台地区（木造戸建）
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Ⅱ-2)-(1).災害公営住宅の整備・リアス海岸部

立地
タイプ

地区数
(割合)

戸数計
(割合)

戸数
/地区

①非浸
水地

116
(37.5%)

4553
(45.3%)

39.3

②浸水
地

67
(21.7%)

2416
(24.0%)

36.1

③高台
移転地

126
(40.8%)

3082
(30.7%)

24.5

全体 309 10051 32.5

2.6%

15.5%

40.5%

75.9%

93.1%
98.3% 100%

4.5%
11.9%

49.3%

82.1%

4.0%

13.5%

40.5%

78.6%
96.0% 99.2%

100%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

①非浸水地

②浸水地

③高台

移転地

①非浸水地：戸数・規模が大きく多数の受け皿に。
早期に土地探して着手されており完成が早い

②浸水地：事業合意と嵩上げ等が必要で、着手に
時間を要し完成も遅く、地区数・戸数とも少ない

③高台移転地：元集落維持のため防集団地とあわ
せて小規模を多数整備。造成のため完成は遅め
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Ⅱ-2)-(1).災害公営住宅の整備・平野部

津波浸水区域

①既成市街地 ②浸水地③新市街地

区画整理エリア
（嵩上げ等）

海
防潮堤

等
区画整理・

防集造成エリア

整備される場所は大きく３タイプ

①既成市街地：津波被害のない内陸部市街地の空
地等で、地域特性を踏まえた多様な形態で建設

②浸水地：嵩上げ等を実施後に建設。中層集合住
宅で地上階は非居住用途の場合が多い

③新市街地：一定規模の平地を整備し、自力再建
用宅地と戸建・集合の災害公営を集約的に建設
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Ⅱ-2)-(1).災害公営住宅の整備・平野部

海

津波浸水範囲

既成市街地

①既成
市街地

②浸水地

③新市街地
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Ⅱ-2)-(1).平野部 ①既成市街地

岩手
県

宮城
県

福島
県

仙台市・北六番丁地区（ＲＣ造集合）
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Ⅱ-2)-(1).平野部 ①既成市街地

岩手
県

宮城
県

福島
県

東松島市・矢本東保育所跡地地区（ＲＣ造集合）
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Ⅱ-2)-(1).平野部 ①既成市街地

岩手
県

宮城
県

福島
県

塩竃市・伊保石地区（木造戸建）
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Ⅱ-2)-(1).平野部 ②浸水地

岩手
県

宮城
県

福島
県

亘理町・西木倉地区（ＲＣ造集合）
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Ⅱ-2)-(1).平野部 ②浸水地

岩手
県

宮城
県

福島
県

石巻市・中央一丁目地区（ＲＣ造集合）
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Ⅱ-2)-(1).平野部 ③新市街地

岩手
県

宮城
県

福島
県

東松島市・東矢本駅北地区（木造戸建・長屋）
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Ⅱ-2)-(1).平野部 ③新市街地

岩手
県

宮城
県

福島
県

岩沼市・玉浦西地区（木造長屋）
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Ⅱ-2)-(1).平野部 ③新市街地

岩手
県

宮城
県

福島
県

石巻市・新蛇田南地区（ＲＣ造集合）
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Ⅱ-2)-(1).災害公営住宅の整備・平野部

立地
タイプ

地区数
(割合)

戸数計
(割合)

戸数
/地区

①既成
市街地

142
(82.6%)

7222
(64.9%)

50.9

②浸水
地

11
(6.4%)

1244
(11.2%)

113.1

③新
市街地

19
(11.0%)

2660
(23.9%)

140.0

全体 172 11126 64.7

4.2%

26.1%

73.9%
83.8%

100% 100%

9.1%

81.8%
90.9%

63.2%

89.5%

100%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

①既成市街地 ②浸水地

③新

市街地

①既成市街地：用地確保がしやすく地区数・戸数と
も多い。早期に着手されており完成も早い

②浸水地：事業合意と嵩上げ等が必要で、着手に
時間を要し完成も遅く、地区数・戸数とも少ない

③新市街地：数百戸の大規模団地を建設。着手ま
で多少時間かかるが、建設始まれば一気に完成
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Ⅱ-2)-(2).災害公営住宅での福祉連携

1.集会所等の活用
一般に整備される
集会所等の施設を

活用する

2.空間の整備
人々の交流が
生まれやすい
空間をつくる

3.施設の併設
福祉のための
施設等を併設
または合築する

①見守り・生活支援・介護
等のサービスを提供する

②入居者間や周辺住民と
の日常的交流を促す

災害
公営
住宅支援の空間

支援者
高齢
入居者

災害
公営
住宅

交流の
拠点

高齢
入居者

地域の
高齢者

ハ
ー
ド

ソ
フ
ト

支援員の配置
（見守り・生活支援）

コミュニティでの助け合い
（自治会での活動等）

入居世帯には高齢者多い→何らかの対応必要
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Ⅱ-2)-(2).福祉連携 <1>集会所等の活用

宮城県南三陸町

•入居予定者や周辺住民
が意見交換する「くらし
の懇談会」を開催

•出された意見を実際に
集会所のプランへ反映
ＬＳＡの相談室
オープンな台所
人が集まるテラス

•コミュニティ形成に寄与
する集会所の設計マ
ニュアルを作成して活用
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Ⅱ-2)-(2).福祉連携 <1>集会所等の活用

南三陸町・名足地区集会所（計33戸）



32
Ⅱ-2)-(2).福祉連携 <1>集会所等の活用

南三陸町・志津川東第１地区集会所（計66戸）
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Ⅱ-2)-(2).福祉連携 <2>支援する施設・空間整備

女川町・運動公園住宅

•計200戸の団地内にコ
ミュニティプラザを併設
安心センター
集会室
ふれあいカフェ

•安心センターにＬＳＡが
常駐し、高齢者等の見
守りや相談対応を実施

•平日昼間にカフェを運営
して高齢者が集まれる
憩いの場を提供

ふれあい
カフェ

集会室

玄関

安心
センター
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Ⅱ-2)-(2).福祉連携 <2>支援する施設・空間整備

コミュニティプラザの外観
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Ⅱ-2)-(2).福祉連携 <2>支援する施設・空間整備

ふれあいカフェの様子
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Ⅱ-2)-(2).福祉連携 <3>介護福祉施設等の併設

気仙沼市・南町一丁目地区

•中心市街地での共同建替えで、上層階に災害公
営住宅を整備して市が買い取る

•高齢者生活支援施設等併設事業を活用して１階
にデイサービスを併設し、地域の生活支援を実施



37
Ⅱ-2)-(2).福祉連携 <3>介護福祉施設等の併設

気仙沼市・南町一丁目地区（計36戸+店舗・施設等）
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Ⅱ-2)-(2).福祉連携 <3>介護福祉施設等の併設

気仙沼市・南町一丁目地区（計36戸+店舗・施設等）
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Ⅲ-1)-(1).応急仮設住宅からの退去の進捗状況
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岩手：建設型宮城：建設型

岩手:借上型

宮城：借上型

•住宅整備が進んで恒久的住宅に移る被災者が増
えると、応急仮設住宅の居住世帯は減っていく

•仮設住宅の入居率は２～４割まで低下（2016.12）
既に６～８割程の世帯は退去している
建設型よりも、借上型の方が退去が早い
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Ⅲ-1)-(2).借り上げ仮設住宅からの退去

従前居住市町村 A被災前：

従前市町村 A借上物件： 別市町村 B

従前 A退去先： 別 B 従前 A 別 B 別 C

市内

市内

市外

市外 市外 市外市内

AAA
49.2%

AAB
5.4%

ABA
18.2%

ABB
17.5%

ABC
9.7%

宮古市
市内509
(83.6%)

山田町
町内213
(44.4%)

大槌町
町内104
(20.8%)

釜石市
市内314
(62.2%)

大船渡市
市内477(84.3%)

陸前高田市
市内97(22.1%)

一関市
市内144
(100%)

住田
町

遠野
市北上市

花巻市

盛岡市

102

64
95

107

107

53

41 24
23

92
32

123

64

53

22

21

宮城県
気仙沼市

236

•借上型の入居世帯：賃
貸物件を自ら探して確保
できた世帯
⇒自力再建も取り組み
やすく退去が早い

•入居する際に４割程の
世帯は他市町村へ移転
うち半数は元市町村
に戻らず住宅再建

⇒復興事業を待たない
ので再建=退去早い

…人口減の懸念もあり
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Ⅲ-1)-(3).応急仮設住宅の供与の終了・延長

•公的な復興事業が完了した市町村では、応急仮
設住宅の供与期間が終了されている
 再建先は決まっているがまだ退居出来ない

事情のある世帯のみ特定延長する場合も
⇒被害が相対的に小さい市町村から供与が終了

供
与
期
間

開始～ 4年 5年 6年 7年
①4年間
(H26)で
終了

②5年間
(H27)で
終了

③6年間
(H28)で
終了

④6年間(H28)
で終了(6年目:

特定延長)

⑤6～7年目
(H28-29)は
特定延長

⑥7年目
(H29)は
特定延長

⑦7年目
(H29)も
一律延長

岩
手
県

洋野町
遠野市
住田町

久慈市
岩泉町
田野畑村

野田村 宮古市

山田町
大槌町
釜石市
大船渡市
陸前高田市

宮
城
県

大郷町
美里町

岩沼市
大崎市

仙台市
亘理町
七ヶ浜町

多賀城市
山元町

塩竈市
気仙沼市
東松島市
南三陸町

石巻市
名取市
女川町
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Ⅲ-2)-(1).建設型仮設住宅の解体撤去の進捗
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10

月

(戸)

岩手県

宮城県

•供与終了した建設型仮設住宅は2013年から撤去
 供与終了市町村が多い2016年に撤去数増加

•退去率６～７割なのに、解体率は２割程に過ぎず
⇒団地単位の解体で居住者いると手つけられず
…学校グラウンドや私有地等では部分撤去も

宮城県
解体率：23.0％
解体完了：

4市町村/15市町村

岩手県
解体率：13.1％
解体完了：

1市町村/13市町村
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Ⅲ-2)-(2).応急仮設住宅の集約化計画

県 市町村 公表時期 実施時期 集約団地数

宮古市 H27.6 H27～30年度 61→20

山田町 H28.4 H29～31年度 45→12

大槌町 H27.12 H28～30年度 54→12

H26.4 66→21

H27.9(見直し) 66→20

H26.11 H27～29年度 36→5

H27.11(見直し) H27～30年度 36→3

陸前高田市 H28.3 H28～31年度 47→19

H27.4 90→24

H27.8(見直し) 90→23

石巻市 H28.6 H28～31年度 131→24

※H28.11時点でホームページや広報で計画等が示されている市町村を記載

気仙沼市 H28～29年度

岩手県

宮城県

釜石市 H26～29年度

大船渡市

•仮設の集約化計画
を策定する市町も
学校敷地や私有
地等を早期返還
空室増に伴う防犯
問題等へ対応

•計画の内容：
地域毎に集約拠
点団地を指定
退去時期を推定し
て移転スケジュー
ルを団地毎に示す

空き団地 空き団地

空き団地集約拠点団地

入居率が２～
５割を切ると

移転
利便性高い
立地・戸数
規模の大き
い団地など

 H27年度 H28年度 H29年度

Ａ団地

Ｂ団地

Ｃ団地

Ｄ団地

全世帯退居→解消

移転

移転

最終
解消

団地内集約

空住戸改修
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Ⅲ-2)-(2).仮設住宅の集約化計画の内容

 

赤崎町 

：集約拠点 

大立団地 

（65 戸） 

長洞団地 

（308 戸） 

地ノ森団地 

（72 戸） 

大田団地 

（134 戸） 

盛町内に適切な

団地がないため

長洞団地、地ノ

森団地に集約 

撤去済み 

三陸町 

盛町 

猪川町 

大船渡町 

末崎町 

杉下団地 

（84 戸） 

岩手県大船渡市

•震災の３年半後
に策定

•５つの集約拠点
団地を指定

•グランド・民有地
を先行的に閉鎖

•約２年かけて段
階的に集約実施

•退去見込みの状
況を踏まえ、翌
年度に見直しも
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Ⅲ-2)-(2).集約化を進める手順

 

災害公営住宅への移行支援 

（あっせん、手続きサポート） 

 

住替え・移転先の

決定 

早期解消

団 地 の 抽

出 ・ 地 権

者 の 意 向

確認等 

解消対象

団地入居

者 へ の 説

明会の開

催 

住替え・移転

先の提示 
⇒災害公営住

宅 、 他 の 応

急仮設住宅

等 

生活再建に関

す る意向調査

の実施 
⇒再建時期、移

転 を 希 望 す る

応急仮設住宅

等 

（対応開始） 
約２～３ 

ヶ月後 

約７～９ 

ヶ月後 
約８～12 

ヶ月後 
約３～５ 

ヶ月後 

用地返還

の要望 

移転等 

の完了 

解体・

撤去・

返還 

約１ヶ月後 

住替え・移

転の支援の

実施 
⇒ 引 越 し サ

ポート、費

用 の 補 助

等 

①対象団地の自治会長や入居者への説明
②住宅再建意向の確認：個別訪問での聞き取り等
③移転先団地の提示と希望の確認
④移転の実施：引越費用等への補助なども

…移転見込みを確認して集約時期の見直しも
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Ⅲ-3)-(1).仮設住宅残存世帯への支援の概要

1.世帯
の情報
整理

*入居世
帯（被災
者）台帳
の整備

2.支援
体制の
構築

*部局横
断的組
織設置

*課題の
共有

3.支援
計画の
策定

*未再建
理由の
類型化

*支援策
の整理

5.未定
世帯へ
の対応

6. 要援
護世帯
の対応

*一時移
転先の
確保

*心理面
のケア

4.再建
意向の
確認

*個別訪
問によ
る意向
確認・相
談等

情報の更新

*移転先
の提案
紹介や
あっせ
ん

残存する世帯：住宅再建できない事情を抱えている
⇒多種多様な課題を把握して解決することが必要

残存世帯に関する情報を整理（1）
対応方針を検討して計画等をとりまとめ（2,3）
個々の世帯毎にきめ細かい支援を実施（4～6）
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Ⅲ-3)-(2).支援の取組 <1>世帯情報の整理

 
仮設住宅入居者台帳 

支援員等訪問記録 

住宅再建意向調査 

災害公営住宅申込状況 

防災集団移転申込状況 

生活再建支援金受給状況 

世帯の状況 再建の状況・見込み 

り災証明発行記録等 

× 
世帯別の 

・団地住所 ・居住者属性 

・再建方法 ・退去時期 

等のデータ 

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化 

•適切な支援策を検討するためには、被災世帯に関
する基礎的情報の（再）整理が重要
 世帯の状況と再建の意向等を統合した形の

入居者台帳の作成
（情報は部局単位で収集・管理されており、統合的に扱
われていない場合も多いのが実情）

•以降に実施される意向確認や個別対応の情報を
随時更新して、最新の状況を把握出来るように
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Ⅲ-3)-(2).支援の取組 <2>実施体制の構築

仮設住宅
管理部局

被災者
支援部局

復興事業
部局

福祉部局
(高齢･障害者等)

社会福祉
協議会

民間支援
団体等

連絡調整会議

生活支援
相談員等

保健師
ｹｰｽﾜｰｶｰ等

専門職能
(弁護士等)

仮設住宅残存世帯

訪問・相談

助言等

協力
参画

事務局・ワーキングチーム

仙台市
（復興事業局）

⇒ＷＧの運営

仙台市（区役所）
⇒コミュニティ支援等

社会福祉
協議会
⇒訪問等での相談対応

民間団体等
⇒見守り支援・就労支援

被災者生活再建支援WG
支援必要世帯に関する情報共有

支援に向けた役割分担等

各担当部局
福祉・医療機関等

支援員
（ｼﾙﾊﾞｰ
人材ｾﾝ
ﾀｰ）

⇒訪問での状況把握

委託・方針提示

支援内容の報告

連携
調整

•住宅関連だけでなく、
医療・福祉や就労、
地域コミュニティなど
多様な部署・機関で
体制を構築

•体制のイメージ

各部局+支援団体
が参加の連絡調
整会議：検討の場
保健師・相談員等
と連携したﾜｰｷﾝｸﾞ
ﾁｰﾑ：実働部隊
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Ⅲ-3)-(2).支援の取組 <3>支援の方針・計画

•世帯の類型別に必要となる対策・支援を整理する

宮城県仙台市
•生活再建推進プログラム(震災約３年後)
４類型別の支援策／主に④世帯の個別支援

•生活再建加速プログラム(上記の１年後)
④以外へも支援を拡充、最終的な退去を促進

①②

③④
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Ⅲ-3)-(2).支援の取組 <4>未定世帯への対応

住宅再建の予定・希望

あり

生活の
自立度

高い低い

復興事業(防集等)
宅地待ち世帯

自力再建住宅の
完成待ち世帯

災害公営住宅
入居待ち世帯

意向不明
未定世帯

判断出来ない世帯

自立困難世帯

判断の先延ばし
様子見世帯

再建資金
不足世帯

•仮設に残存する理由や事情を把握するため、個別
訪問等で再建意向の確認を実施

•再建方法が未定の世帯には、あわせて個別事情
に応じて情報提供や相談・助言などを行う

なし



51
Ⅲ-3)-(2).支援の取組 <4>未定世帯への対応

•各部署の施策を共有した上で、必要な対応を世帯
毎に検討し、個別訪問等で提示して再建を促す

•最後まで残った特に援護を要する世帯には、個別
事情に応じた柔軟な対応を実施し行き先を探す

再建方法が
決まっていない世帯

(様子見・資金不足・判断不能)

自立困難世帯
特に援護を要する世帯

世帯の状況（類型） 支援策
自力再建の情報提供・相談等

災害公営住宅のあっせん

民間賃貸住宅等への入居支援

施設等を含めた移転先の確保

生活資金の支援（就労支援等）

心のケア(ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ･精神医療等)
移転自体の支援（費用の補助等）

事情に応じた個別対応

一時的な移転先の確保

最後に残る世帯
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Ⅲ-3)-(2).支援の取組 <4>未定世帯への対応

宮城県

•民間賃貸住宅の情
報提供や、個別訪
問での転居支援を
行うセンターを設置

［参考］神戸市

•災害公営住宅の空
き住戸を世帯類型
別に個別あっせん

•最後まで残る世帯に
は受入先の福祉施
設等を確保

住宅情報提供
コールセンター

被災者転居
支援センター

仮設住宅入居者

不動産関係団体 福祉関係団体等

市町村

県

訪問支援

相談

物件問合せ

情報提供

生活再建支援

連携・協力

指示・連携指示・連携情報提供 連携・協力

災害公営住宅の空き住戸確認（募集割れ＋新規発生空家）

第
１
次
斡
旋

第
２
次
斡
旋

相談会
１次と同様に
相談を実施

職員の個別訪問
抽選による優先順位に従って

個別訪問を行い、候補住戸を提示

個別あっせんが必要な世帯の把握・登録

職員の個別訪問
候補の住戸をあらかじ
め絞り込んで提示

相談会
入居対象住戸を掲示
希望を受けて相談

相談会
抽選による優先順位
に従い個別に紹介

空き住戸がまだある場合等

特に援護を
要する世帯

一定の援護等を
要する世帯

その他世帯
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Ⅳ.おわりに

宮城県平野部
•仮設残存世帯の移転先
確保はおおよそ目処

•仮設住宅の解体撤去も
順次進む

岩手・宮城リアス海岸部
•恒久的住宅の整備完了
まであと数年は要する

•仮設団地の集約化等の
対応も必要に

復興最終盤での取組の実態を適切に把握する必要

恒久的住宅での入居者の生活実態や、将来的な
持続可能性など、長期に渡って追うべき課題は多い

今後の災害時の対応を考える上での基礎的知見に
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